
災害時における被災者等相談の実施に関する協定書 

 

多摩市（以下「甲」という。）と、東京司法書士会（以下「乙」という。）

は、災害時における被災者等（被災者並びにその雇用主、従業員、相続人及び

親族をいう。以下同じ。）からの相談（以下「被災者等相談」という。）に関

し、以下のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第

１号に定める災害が発生した場合において、被災者等相談の円滑かつ適切な

実施に資することを目的とする。 

 

（派遣要請等） 

第２条 甲は、災害時において被災者等相談の必要が生じたときは、乙に対し

て協力を要請することができるものとする。 

２ 乙は、甲から前項に規定する要請（以下「要請」という。）を受けた場合

は、速やかに被災者等相談を行う司法書士（以下「相談員」という。）の派

遣実施計画を作成し、甲に報告するものとする。 

３ 乙は、前項に規定する派遣実施計画に基づき、甲が指定する相談窓口に相

談員を派遣するものとする。 

４ 乙は、相談員を乙又は乙の関係団体の会員の中から選出するものとする。 

 

（被災者等相談の範囲） 

第３条 相談員は、次に掲げる相談を行うものとする。 

(1) 相続に関する相談 

(2) 不動産登記及び商業・法人登記に関する相談 

(3) 不在者財産管理制度、相続財産管理制度等に関する相談 

(4) 成年後見制度に関する相談 

(5) その他司法書士法に定める業務に関する相談 

 

（要請の方法） 

第４条 甲が要請を行うときは、乙に相談の内容、場所及び期間その他必要事

項を明らかにした別紙様式「災害時支援協力要請書 (以下「要請書」とい

う。）」を提出するものとする。ただし、要請書を提出することが困難な場合

には、口頭等により要請することができる。 

 



（態勢整備等） 

第５条 乙は、甲の要請に対応できる態勢を確保するように努めるものとす

る。 

２ 乙は、要請に対応し、又は前項の態勢を確保するため、連絡態勢、連絡方

法及び連絡手段について、被災者等相談責任者を定め、平常時から連絡調整

に努めるものとする。 

３ 乙は、甲から要請を受けた場合において、乙のみで対応できないときは、

乙の関係団体に支援を求めることができるものとする。 

 

（費用負担） 

第６条 被災者等相談の実施に必要な人件費、交通費、通信費、調査費及び物

件費は、乙が負担するものとする。ただし、相談場所、相談機材その他必要

な物品について、甲が提供する場合はこの限りでない。 

 

（相談料） 

第７条 乙及び相談員は、被災者等相談の相談者から相談料を徴しないものと

する。 

 

（情報交換等） 

第８条 甲及び乙は、被災者等相談を円滑に実施できるよう、平常時から災害

対策及び派遣実施計画作成に必要な情報交換並びに資料の提供を行うととも

に必要に応じ協議を行うものとする。 

 

（個人情報保護） 

第９条 甲及び乙は、被災者等相談により取得した個人情報を、第１条に定め

るこの協定の目的以外に使用してはならない。 

 

（連携） 

第１０条 乙は、乙が被災者等相談を円滑に実施するに当たり、他機関と連携

する必要があるときは、甲に他機関等との調整を申し入れ、当該調整を了し

た上、当該被災者等相談を実施するものとする。 

 

（協定の存続期間） 

第１１条 この協定の存続期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、

期間満了日の１か月前までに甲又は乙から申出がなかった場合は、協定の存

続期間が更に１年間自動延長されるものとする。２年目以降も同様とする。 



 

（協議） 

第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項

については、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の

上、各１通を保有する。 

 

令和８年５月２７日 

 

（甲）東京都多摩市 

多摩市 

市 長  阿 部 裕 行 

 

 

（乙）東京都新宿区四谷本塩町４番３７号 

東京司法書士会 

会 長  千 野 隆 二  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              令和  年  月  日 

 

災害時支援協力要請書 
 

東京司法書士会 宛て 

 

 

東京司法書士会に対して、下記のとおりの相談員の派遣を要請します。 

 

１ 相談の内容 

 

 

 

 

２ 相談の場所及び期間 

 

 

 

 

 

３ その他 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  多摩市 

                          課 

                  担当者名             

電 話 

ＦＡＸ 

メールアドレス           


